
    

    

    

    

    

    

参考資料 

 

 

 

① 事務所賃料算出根拠 

 

② ブース利用料算出資料 

 

③ 各施設の貸会議室及び備品一覧 

 

④ 各施設の申込手続き方法等 

 

⑤ ＯＮＰ入居団体経過一覧 

 



 1 

①事務所賃貸料算出根拠 

 

【調査対象施設】ＯＮＰの事務所賃貸料の設定にあたり、調査対象とした府内の施設は以下の通りである。 

調査対象施設一覧 
No 名   称 所 在 地 備  考 開設日 

pia NPO 大阪市港区築港 2丁目 8-24 
公共施設。日本発のアジア最大級の国際

協力・交流が入居している NPO 支援施設。 
2002 年 8 月頃 

１ 

貸事務所スペースの料金を一部抜粋  ※算出方法 貸付単価＝賃料÷貸付面積 

・12.29 ㎡の場合＝21,000 円（1㎡＝1,708 円と設定） 

・15.00 ㎡の場合＝26,250 円（1㎡＝1,750 円と設定） 

・26.00 ㎡の場合＝47,250 円（1㎡＝1,817 円と設定） 

・24.94 ㎡の場合＝39,900 円（1㎡＝1,523 円の設定） 

・53.19 ㎡の場合＝85,050 円（1㎡＝1,598 円の設定） 

週刊 CINTAI ホームページ  
ホームページ検索 

http://www.chintai.net/ 
不明 

２ 

★北区の場合 

①26.53 ㎡の場合＝57,000(家賃)、8,000(管理費等)、200,000(敷金) （1㎡＝2,462 円）･･･北区同心 

②45.72 ㎡の場合＝124,000(家賃)、14,000(管理費等)、744,000(保証金) （1㎡＝3,255 円）･･･北区豊崎 

③67.59 ㎡の場合＝100,000(家賃)、10,000(管理費等)、300,000(礼金) （1㎡＝1,742 円）･･･北区西天満 

★福島区の場合 

①23.94 ㎡の場合＝55,000(家賃)、300,000(保証金) （1㎡＝2,598 円）･･･福島区福島 

②45.45 ㎡の場合＝98,000(家賃)、15,360(管理費等)、600,000(保証金) （1㎡＝2,666 円）･･･福島区海老江 

②67.86 ㎡の場合＝135,000(家賃)、15,600(管理費等)、1,000,000(保証金) （1㎡＝2,410 円）･･･福島区福島 

※算出根拠（前回の大阪 NPO プラザの公募資料と同様の算出） 

北区と福島区の賃貸マンション（事務所利用可）のいくつかを抜き出し算出 

貸付単価＝{（保証金・敷金）÷12÷5＋（賃料）＋（共益費）}÷（貸付面積）・・仮説算定 

 

②ブース利用料算出資料 

 【調査対象施設】ＯＮＰのブース賃貸料の設定にあたり調査対象とした府内の施設は以下の通りである。 

調査対象施設一覧 
No 名   称 所 在 地 備  考 開設日 

箕面市立 

みのお市民活動センター 

箕面市坊島 4丁目 5-20 

箕面ﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸｳﾞｨｿﾗ WEST1 2 

公共施設。箕面市を中心として活動し

ている市民活動団体、ＮＰＯを応援し

ていくための施設。 

2003 年 10 月 

(センター設立：

2002 年 1 月) 

１ 

【事務ブース（現在 12 ブースを設置】（事務机 1つ分のスペース） 

 ●1ブース・・・3年以内 5,000 円/月  

3 年目以降 8,000 円（ただし、公募時に空ブースがある場合のみ 3年を超えての利用が可能） 

 ●ロッカー・・・1個 500 円/月 

 ●倉庫・・・1区画 500 円/月 

大阪市総合生涯学習センター 
大阪市北区梅田 1-2-2-500 

（大阪駅前第 2ビル 5階） 

公共施設。大阪駅の側にあり、利用する

には便利 

2002 年 

11 月 23 日 

２ 

【ネットワークスペースの定期利用】 

 市民グループ・団体と「新しい学び」の開発・実践を行うことを目的に、グループ相互やセンターとのネットワークづくりのた

めに設置。机（180cm×90cm）2 台、いす 12 脚のブース（間仕切り）。ブース定員は 12 人、会議や打ち合わせなどで利用。 

 ●基本料金（インターネット利用料、プリンタ利用料、大型ロッカー利用料込み）・・・1,250 円/月  

  上記の基本料金にプラスどちらかの利用方法を選択 

 定期利用料・・・毎週定期利用料 1,000 円/月（ただし、火曜日は 500 円/月）  月 1回定期利用料 250 円/月 

  フリー利用料・・・1回 300 円 

 ●利用期間 1年 

寝屋川市立市民活動センター 
寝屋川市秦町 41-4 

寝屋川市民会館 4F 

公共施設。公設・民営で、運営は市民が

主体的に実施。 
― 

３ 【インキュベーダスペース】 

市民活動を始めたい人が使用できる、専用の事務機能スペース。４ブースあり、ブースには、机・イスを設置。  

 ●利用料金 3,000 円/月（前納制、一括払いまたは月払い） 

 ●利用期間 契約期間は半年とし、最長は 1年（但し、空いていれば更新を妨げない） 
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③各施設の貸会議室及び備品一覧 
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
プ

ラ
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液晶プロジェクター         ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

透過型ＯＨＰ（スクリーン付） ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○ ○○○○ 

スライド式映写機（スクリーン付） ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○ ○○○○ 

ビデオ＆モニターセット     ○○○○    ○○○○         ○○○○ 

ＤＶＤ＆モニターセット                  ○○○○ 

ＤＶＤ&ビデオプレーヤー ○○○○            ○○○○     ○○○○ 

ビデオプレーヤー             ○○○○        ○○○○ 

電子コピー白板     ○○○○        ○○○○        ○○○○ 

ＣＤラジカセ ○○○○                ○○○○    ○○○○ 

カセットレコーダー         ○○○○            ○○○○ 

レーザーポインター ○○○○    ○○○○        ○○○○        ○○○○ 

ハブ（5ポート）（LAN ケーブル付） ○○○○                    ○○○○ 

スクリーン ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○    ○○○○ 

ホワイトボード(追加分) ○○○○            ○○○○        ○○○○ 

ステージ ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○ 

つり看板(600×4,500) ○○○○                    ○○○○ 

展示パネル(900×1,660)         ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○ 

卓上ベル                     ○○○○ 

机（追加分） ○○○○        ○○○○    ○○○○        ○○○○ 

イス（追加分） ○○○○        ○○○○    ○○○○        ○○○○ 

モニターテレビ             ○○○○    ○○○○     

臨時電力、持込み設備用コンセント     ○○○○        ○○○○    ○○○○        

通信回線料金（光ﾌｧｲﾊﾞｰ高速ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ） ○○○○    ○○○○        ○○○○         

ビデオプロジェクター     ○○○○    ○○○○        ○○○○        

液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ＋ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ＋スクリーン     ○○○○                    

ホール（大会議室）音響セット             ○○○○    ○○○○    ○○○○    

アンプ                     ○○○○    

ワイヤレスマイク ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

有線マイク ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

タイピンマイク ○○○○    ○○○○                ○○○○    

大型プリンタ出力（吊り看板大）                     ○○○○    

同時通訳セット（人権費、設備費含む）             ○○○○            

上記以外にも、ほとんどの施設で可能なのは、ＦＡＸの送受信、コピーサービスなどを有料で実施している。また、ケータ
リングサービス（マイドームおおさか、新梅田研修センター）、同時通訳設備（新梅田研修センター、piaNPO）などの様々
な有償で設置している。※新梅田研修センターのサービスメニューは充実。 
大阪 NPO プラザでは、入居・利用団体へのサービス充実を考え、パソコン貸出し、スキャニングサービス、プリンタ出力
サービスなど、より利用しやすい場所として様々なサービスメニューを検討。 
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④各施設の申込手続き方法等 

施設名 項 目 詳細内容 

利用対象 特に規定なし 

予約開始日 18 ヶ月前より 

（ホール・Ｃタイプ） 

・5 ヶ月前～4 ヶ月前まで 20%、4 ヶ月前～3 ヶ月前まで 30%、3 ヶ月前～2

ヶ月前まで40%、2ヶ月前～1ヶ月前まで50%、1ヶ月前～2週間前まで60%、

2 週間前～前日まで 80%、前日は 90%、当日は 100% キャンセル料 

（Ａ・Ｂタイプ） 

・3 ヶ月前～2 ヶ月前まで 10%、2 ヶ月前～1 ヶ月前まで 20%、1 ヶ月前～2

週間前まで 30%、2週間前～前日まで 60%、前日は 90%、当日は 100% 

申込方法 

・利用希望日の空状況の確認⇒センターより既定の予約申込書を送付⇒申

込書に必要事項を記入しセンターに送付⇒申込書受理後、センター担当

者より内容確認連絡⇒見積書、会議室レイアウトを作成・送付⇒センタ

ーより最終連絡と打合せ⇒利用者より最終確認と決定連絡⇒請求書送付

⇒利用者より入金⇒入金確認後、予約受付完了 

新梅田研修

センター 

備考 
・利用日の３日前から研修で利用の荷物をセンターの荷物保管倉庫で預か

り可能。また、研修終了後も荷物発送のサービスあり。 

利用対象 特に規定なし 

予約開始日 使用日の 6ヶ月前、展示場と併用で使用する場合は 12ヶ月前 

キャンセル料 

使用開始日の 

・1 ヶ月以上 1ヶ月前まで 会議室使用料の 30% 

・2 週間以上 1ヶ月まで 会議室使用料の 50% 

・2 週間前まで 会議室使用料の全額 

申込方法 

センターの使用申込書に必要事項を記入し送付。使用申込書を提出した時

点で正式な申込受付⇒使用承諾書と同時に請求書を送付、指定日までに使

用料金全額を支払い 

マイドーム

大阪 

備考 
・8 階会議室フロアについては禁煙。 

・ホームページ上で空室状況の確認が可能。 

利用対象 特に規定なし 

（会議室） 

3 ヶ月前の第１水曜日に抽選会、電話・窓口受付初日は、抽選会翌日から先

着順 
予約開始日 

（ホール、パフォーマンス・スペース） 

12 ヶ月前の第１水曜日に抽選会、電話・窓口受付初日は、抽選会翌日から

先着順 

（会議室） 

利用日の 3ヶ月前までは、利用料の半額 
キャンセル料 

（ホール・パフォーマンススペース） 

利用日の 1ヶ月前までは、利用料の半額 

申込方法 
電話で仮予約をしたあと、ドーンセンターの受付窓口にて申請書と利用料

金を支払う 

ドーンセン

ター 

備考 

・館内は全面禁煙。 

・日程変更については、受付可能月で１件につき１回限り可能。 

・同じ利用団体・グループで引き続き７日を越えての利用または、同じ月

のうち７日を越えてのご利用は不可。 

・キャンセル手続きの場合は、申込書の印鑑・利用承認兼領収書が必要。 
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利用対象 特に規定なし 

（一般） 

利用日の 6ヶ月前（大・中会議室は 12ヶ月前） 
予約開始日 

（入居・利用団体） 

利用日の 7ヶ月前（大・中会議室は 13ヶ月前） 

キャンセル料 

大・中会議室は 6 ヶ月前～29日前まで利用料の 10%、それ以外の会議室は 3

ヶ月前～29 日前まで利用料の 10%、 

全ての会議室で 18日前～14 日前まで利用料の 50%、13 日前～4日前まで利

用料の 70%、3日前以降利用の 100% 

（利用料には備品料も含まれる） 

申込方法 

利用者は、管理事務所に来所・電話・メールにて会議室の空状況を確認⇒

管理事務所より申込書を配布もしくは送付⇒申込書に必要事項を記入し提

出(申込書の受領をもって仮予約とする)⇒利用内容を確認後、利用許可書

と請求書を送付(これをもって予約完了となる、これ以降は「利用の取消し」

が適用となる)⇒利用者は予約完了後、請求書に記載された期日までに料金

を支払う 

pia NPO 

備考 

・予約後に会議室の利用を取り消す場合は、管理事務所に連絡のうえ、「利

用取消書」の提出が必要。 

・館内はすべて禁煙。 

利用対象 
生涯学習活動をしている市民団体・グループおよび、センター条例に合致

する、社内の職員研修、勉強会などあてはまるものの場合のみ利用可能 

予約開始日 

（生涯学習活動をしている市民団体・グループ） 

利用日の 3 ヶ月前の 1 日に抽選、抽選終了後は同日の午後 1 時以降にて先

着順 

（その他の団体(企業等)） 

利用日の 2ヶ月前の 1 日、9:30 より 

キャンセル料 キャンセル料制度なし。ただし、一度支払った料金については返却不可。 

申込方法 

利用の７日前までに、所定の使用申込書に必要事項を記入し、センター窓

口で使用料を支払い（支払った使用料の返金、使用日時や部屋の変更は不

可） 

大阪市立総

合生涯学習

センター 

備考 

・当日利用する教材、資料の受け取りが可能。ただし条件あり。 

 条件①：１団体につきダンボール中箱を２個まで 

 条件②：利用日時の直前に到着するように時間指定すること 

 条件③：送付の旨をセンターへ必ず連絡すること など 

・使用期間は、連続３日を超えることは不可。 

 

 

 


